
 

議案第７５号  

 

 

   調布市非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一   

部を改正する条例  

 

 

 上記の議案を提出する。  

 

 

  平成２７年  ９  月  ２  日  

 

 

               提出者  調布市長  長  友  貴  樹  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴い，非常勤職員

に教育委員会委員を加えるとともに所要の改正を行うため，提案するもので

あります。  

 



 

調布市条例第    号  

 

 

   調布市非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一   

部を改正する条例  

 

 

調布市非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３１年

調布市条例第２３号）の一部を次のように改正する。  

 

 

 第２条中第１８号を第１９号とし，第３号から第１７号までを１号ずつ繰

り下げ，第２号の次に次の１号を加える。  

 (3) 教育委員会委員  

 第３条第１項中「第１７号までの」を「第１８号までに掲げる」に改め，

同条第２項中「第１８号」を「第１９号」に改める。  

 第５条第１項中「常勤の監査委員及び教育長」を「教育長及び常勤の監査

委員」に改め，同条第２項第２号中「第６号から第１１号までの」を「第７

号から第１２号までに掲げる」に改め，同項第３号中「第７号，第８号，第

１０号及び第１１号の」を「第８号，第９号，第１１号及び第１２号に掲げ

る」に改める。  

第６条第２項中「第１８号」を「第１９号」に改める。  

別表識見を有する者のうちから選任された監査委員の項の次に次のように

加える。  

教育委員会委員  月  125,700 

 

 

   附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は，平成２７年１０月１日から施行する。  



 

 （調布市教育委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の廃止）  

２  調布市教育委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３１年調

布市条例第２０号）は，廃止する。  

 （調布市教育委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の廃止に伴う経

過措置）  

３  この条例の施行の日前に教育委員会委員が従事した職務に係る報酬及び

費用弁償の支払については，なお従前の例による。  


